
鳥取市除雪機械運転手育成支援事業費(直接補助)補助金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市除雪機械運転手育成支援事業費(直接補助)補助金（以下「補助金」とい

う。）の交付について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 

第２条 補助金は、市内の道路等での除雪における除雪機械の運転手となる人材を育成し、冬期も安心して

暮らすことができる地域づくりを進めることを目的として交付する。 

２ この要綱において、「道路等」とは、鳥取市道、公衆用道路及び市管理道路をいう。 

（補助金の交付） 

第３条 市長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」と

いう。）を行う同表の第２欄に掲げるいずれかの者（以下「補助事業者」という。）に対して補助金

を交付する。 

２ 補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）の

額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法

（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該

金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額

をいう。以下同じ。）を除く。）に同表の第４欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た

額（１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、予算の範囲内で交付する。

ただし、補助事業に係る資格取得者１人につき同表第５欄に掲げる額を上限とする。 

（補助事業者の責務） 

第４条 補助事業者は、原則として市内の自動車教習所等において補助事業を実施するよう努めなけ

ればならない。 

（交付申請の時期等） 

第５条 補助金の交付申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号によるもの

とする。 

３ 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、

第３条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額

（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

（交付決定の時期等） 

第６条 補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から１４日以内に行うものとする。 

２ 市長は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕入

控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入控除税額が明

らかになった後、速やかに交付決定に係る補助金の額（変更された場合は、変更後の額とする。以



下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

（着手届を要しない場合） 

第７条 規則第１０条第３号の市長が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定する場合

以外の場合とする。 

 （承認を要しない変更） 

第８条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、補助金の増額を伴う変更以外の変更とす

る。 

２ 第６条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

（実績報告の時期等） 

第９条 規則第１２条第１項第１号又は第２号の規定による報告は、補助事業の完了又は中止若しく

は廃止の日から２０日を経過する日と補助事業の完了日が属する年度の翌年度の４月１０日のい

ずれか早い日までに行わなければならない。 

２ 規則第１２条の報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第２号によるも

のとする。 

３ 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額に対応する額（以

下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額に対応する額（以下「交付決定

控除税額」という。）を超える場合は、補助金の対象となる経費の額からその超える額を控除して報

告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績

報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を

超えるときは、様式第３号により速やかに市長に報告し、市長の返還命令を受けて、その超える額

に対応する額を市に返還しなければならない。 

（補助金の交付） 

第１０条 市長は、規則第１１条の規定による請求書の提出があったときは、３０日以内に補助金を

交付する。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１１条 補助事業者が、補助金により資格を取得させた者について、資格所得後３年を経過する日

までに市内の道路等の除雪業務を行わないこととした場合は、当該資格取得者に係る部分の補助金

の交付決定を取り消し、補助金の返還を命じるものとする。 

 (情報の公開) 

第１２条 事業の公正性及び透明性を高めるとともに、広く除雪業務の参考とするため、補助金の申

請及び報告の書類等は、個人情報を除き公表することがある。 

（雑則） 

第１３条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金について必要な事項は、都市整備部長が別

に定める。 

 



附 則 

この要綱は、平成３０年８月１５日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年７月１６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月２０日から施行する。 

  



別表（第３条関係） 

１ 補助事業 ２ 補助事業者 ３ 補助対象経費 ４ 補助率 ５ 上限額

除雪機械の運転

に必要な資格の

取得に係る事業 

 (１) 鳥取市内に事業

所を置く事業主が、鳥

取市内において道路除

雪業務に従事するた

め、使用する者（５０歳

未満）に除雪機械の運

転に必要な資格を取得

させるもの 

(２) 鳥取市内の自治

会・町内会等の組織が、

鳥取市内において道路

等の除雪業務に従事す

るため、５０歳未満の

者に除雪機械の運転に

必要な資格を取得させ

るもの 

公安委員会指定自

動車教習所又は非公

認の自動車教習所の

教習料、学科・実技試

験料及び運転免許受

験料並びに労働安全

衛生法（昭和47年法

律第57号）に基づく

車両系建設機械運転

技能講習料 

３分の１ 

 

２０万円 

(１) 鳥取市内に事業所

を置く事業主が、鳥取

市内において道路除雪

業務に従事するため、

使用する者（５０歳以

上６０歳未満）に除雪

機械の運転に必要な資

格を取得させるもの 

（２）鳥取市内の自治会・

町内会等の組織が、鳥

取市内において道路等

の除雪業務に従事する

ため、５０歳以上６５

歳未満の者に除雪機械

の運転に必要な資格を

取得させるもの 

公安委員会指定自

動車教習所又は非公

認の自動車教習所の

教習料、学科・実技試

験料及び運転免許受

験料並びに労働安全

衛生法（昭和47年法

律第57号）に基づく

車両系建設機械運転

技能講習料 

２分の１ 

 

２０万円 

 



                           
⿃取市除雪機械運転⼿育成⽀援事業費(直接補助)実施要領      

 
 

（趣旨） 
第１条 この要領は、⿃取市除雪機械運転⼿育成⽀援事業費(直接補助)補助⾦交付要綱（以

下「要綱」という。）第 13 条の規定に基づき、⿃取市除雪機械運転⼿育成⽀援事業
(直接補助)（以下「本事業」という。）の実施に必要な事項を定める。 
 

（補助事業） 
第２条 本事業の対象となる補助事業は、補助対象経費について国、県（⿃取県除雪機械運

転⼿育成⽀援事業（直接補助）は除く。）⼜は市の他の制度による助成を受けない
ものであること。 
 

（補助事業者等） 
第３条 本事業の対象となる者は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。 

(１) 本事業により除雪機械の運転に必要な資格を取得する者は、補助事業者が事業主の
場合は交付申請⽇において６０歳未満の者とし、補助事業者が⾃治会・町内会等の場合
は交付申請⽇において６５歳未満の者とする。 

(２)  ⿃取市管理道路除雪に係る除雪受託希望届出書が提出されており、当該業務を市
から委託される⾒込みがあり、除雪業務を⾏う意思が確認できること。 

（３）宗教活動若しくは政治活動を主たる⽬的とする団体⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員
の統制の下にある団体は対象としない。 

 
（補助対象経費） 

第４条 本事業の補助対象経費は、「普通⾞」⼜は「普通⾞ AT 限定」運転免許を既に所持
している者が次に掲げる資格の全部⼜は⼀部を新たに取得するために必要な経費とし、
その額は、取得に係る教習科、講習科、学科試験料、実施試験料及び運転免許受験料を合
算した額とする。 

 （１）⼤型特殊免許 
 （２）⼤型免許 
 （３）⾞両系建設機械運転技能講習 
 
 (採択基準) 
第４条 本事業は予算の範囲内で本事業を実施する。予算を超える申請があった場合、採点

⽅式で順位をつけ、順位の上位者から予算の範囲内で補助⾦を交付する。 



２ ⼤型免許は、⼤型免許が必要な⾞両での除雪作業を⾏っている場合⼜は⼤型免許が必
要な⾞両を購⼊した場合に限る。 

附 則 
この要領は、平成３０年８⽉ 30 ⽇から施⾏する。 

附 則 
この要領は、令和元年７⽉ 16 ⽇から施⾏する。 


